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01 基本的な考え方

１ はじめに

平成11(1999)年に国が制定した「男女共同参画社会基本法」では、その前文において

“男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題として位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を図っていく

ことが重要”とうたっています。

これは、性別に関わらず、ともに社会の対等な構成員として責任を担うべき社会、また

実質的平等な社会を形成していくことを目的としています。

こうした法に基づく理念を受け、本市においても、平成15(2003)年7月に「恵庭市の男

女が平等に暮らすために共に歩む条例」を制定しました。翌年9月には、条例に基づき

「恵庭市男女共同参画基本計画」を策定し、教育や労働、介護、子育てといったあらゆる

分野において、行政、市民、企業・団体がそれぞれの立場で協働して男女共同参画の啓発

を進めてきました。

男女共同参画を取り巻く社会情勢は、目まぐるしく変化しており、最近では、令和

6(2024)年4月に「困難女性支援法」が施行され、性暴力や生活困窮など女性をめぐる課題

は、多様化、複合化してきています。

このたび、第３次恵庭市男女共同参画基本計画の策定にあたり、男女共同参画社会の形

成の促進に向けた国や道、本市の動向等を踏まえ、性的マイノリティや障がい者等、社会

全体が多様性を尊重する環境づくりを展開し、女性の更なる活躍推進や性的マイノリティ

への理解促進など、男女共同参画の視点に立って取組を推進していきます。

２ 基本的な考え方

(1) 基本目標

この計画の基本目標は、次のとおりです｡

① 男女の人権の尊重

② 男女が平等に社会参加するための環境づくり

③ 男女が平等に安心して暮らせる環境づくり

④ 男女共同参画の視点に基づく教育･学習の充実

⑤ 生涯にわたる健康の支援

⑥ 男女共同参画の視点に基づいた国際交流･協力の推進

⑦ 女性の職業生活における活躍の推進

⑧ 推進体制の確立
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男女共同参画の推進については、今なお、男女共同参画社会基本法前文に述べられてい

るように、“日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきましたが、

なお一層の努力が必要とされている”といった状況にあります。

これまでの取組によって、制度上は男女平等が進み、市民意識も少しずつ変化していま

すが、いまだ慣習やしきたりを拭いきれず男女間の不平等はいたるところに残っており、

よりいっそう実効性のある積極的改善措置(ポジティブ・アクション)が推進されてきたと

ころです。

本市では、これまでも女性の社会参加促進のために、学校教育や社会教育における男女

共同参画意識の推進をはじめとして、職場での男女平等を保障する男女雇用機会均等法な

どに基づく一連の施策、女性の社会進出を保障するための少子高齢化対策など、様々な取

組を行ってきました。

このたび第３期目となる本市の男女共同参画基本計画では、社会情勢を鑑みながら、こ

れまで実施してきた施策や事業の継続と拡大、そして新たな視点での発展的かつ総合的な

見直しがさらに必要となります。こうして精査された施策や事業へ重点的、集中的に取組

を進めていきます。

(2) 基本目標の構成

基本目標は、「恵庭市の男女が平等に暮らすために共に歩む条例」第3条に定める基本

理念を計画という形に合わせて表現しています。すなわち、基本理念を実現するために

様々な施策･事業を行いますが、この施策の方向性をまとめたものを基本目標としていま

す。

なお、基本目標のⅧに設定している「推進体制の確立」は条例第3条の基本理念には掲

げられていませんが、他の基本目標の実現を期すために、あえて別に掲げるものです。

基本目標Ⅰ 男女の人権の尊重

基本目標Ⅱ 男女が平等に社会参加するための環境づくり

基本目標Ⅲ 男女が平等に安心して暮らせる環境づくり

基本目標Ⅳ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実

基本目標Ⅴ 生涯にわたる健康の支援

基本目標Ⅵ 男女共同参画の視点に基づいた国際交流・協力の推進

基本目標Ⅶ 女性の職業生活における活躍の推進

基本目標Ⅷ 推進体制の確立
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(3) 本計画の位置付け

本計画は、「男女共同参画社会基本法」及び「恵庭市の男女が平等に暮らすために共に

歩む条例」に基づき、第6期恵庭市総合計画との整合性を図り、個別計画として位置付け

しています。

男女共同参画社会基本法第14条第3項では、「市町村は、男女共同参画基本計画及び都

道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」とい

う。）を定めるよう努めなければならない。」とされています。また、恵庭市の男女が平

等に暮らすために共に歩む条例第10条では、「男女共同参画を総合的に進めるため、基本

となる計画（以下「基本計画」といいます。）を作らなければなりません。」とされてい

ます。この計画は、これらの規定に基づくものです｡

男女共同参画社会基本法には「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる」とされています。

つまり、性別が持つイメージにとらわれず一人ひとりが平等に扱われるべきであるという

考え方です。

これは、子育てや雇用、健康支援、障がい福祉、教育、防災、貧困対策などといった私

たちの実生活に関わるあらゆる分野で、常に男女共同参画の意識を持ち、昔ながらの慣習

を変えていこうというものです。

第6期恵庭市総合計画においては、「基本目標２ 共につながり 支えあい 誰もが生き

生きと暮らし続けられるまち」として、子どもから高齢者まで、障がいの有無にかかわら

ず、市民一人ひとりが多様性を認め合い、暮らしと生きがい、地域をともに創っていくま

ちを目指すこととしています。昨今、多様な生き方を尊重している社会において、「性」

に対する理解も変化してきていますが、市民一人ひとりが互いの人格と個性を尊重し、恵

庭市が定める条例のとおり、家庭や地域だけではなく、社会全体の取組として、長期間に

わたり意識啓発を続けていく必要があります。
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(4) 男女共同参画に関する国際的な協調

男女共同参画社会基本法第7条では、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行

わなければならないとされています。平成27(2015)年9月に国連で採択された「持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）」において、政治、経済、公共分野での意思決定の場で、完全か

つ効果的な女性参画等をターゲットとした目標5「ジェンダー平等を実現しよう」などの

目標が掲げられており、性別による差別や社会的な不平等をなくし、女性が能力を最大限

に発揮できる社会をつくる目的としています。本市においても、ジェンダー平等の社会実

現に向け、男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、事業を推進していきます。

SDGsの目標：５ ジェンダー平等を実現しよう

・ すべての女性や女の子が能力を最大限に発揮できる社会をつくる

・ すべての人が性別にかかわらず平等に機会が与えられる社会をつくる

(5) 計画の期間

この計画の期間は、令和8(2026)年度から令和17(2035)年度までの10年間とします。

男女共同参画に係る施策は、極めて幅広く、かつ、長期的な継続を要します。また、性

差についての考え方は、想像以上の速さで日々変化しており、時代に沿わない点が多々

出てきてしまう恐れがあることから、中間年の令和12(2030)年度に基本計画の見直しを

行うこととします。

３ 計画のめざす姿と体系

「２ 基本的な考え方」で掲げた基本目標のめざす姿と体系は、次のとおりです。

基本目標に従い、それぞれの目標を達成するための重点課題と施策の方向を掲げます。

具体的な施策･事業は、それぞれの施策の方向ごとにまとめます｡
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５つの「めざす姿」

1.家庭のめざす姿

2.学校のめざす姿

3.職場のめざす姿4.地域のめざす姿

5.市役所のめざす姿

■性別にとらわれず、お互いの生き方を認め合い、家事、育児、介護を協力して行う家庭
■ドメスティック・バイオレンスや、あらゆる暴力のない安心な家庭
■お互いの性を尊重し、女性の健康と権利が守られる家庭

■児童、生徒をはじめ教職員が性別による役割にしばられず、一人ひとりの個性や能力と
人権を大切にする教育を実践する学校

■お互いの性を尊重する学習が、しっかりと行われる学校

■採用、賃金、昇進、教育、配置などについて性別による差別がなく、個人の能力と個性
が大切にされる職場

■あらゆるハラスメントがなく、男女がそれぞれの人格を認め合って安心して働ける職場
■男女が共に、育児や介護をしながら仕事と家庭を両立できる職場

■性別による役割にしばられず、活動の企画や決定に男女が対等に参画できる地域
■お互いに協力しながら、あらゆるハラスメントや暴力をなくすことに取り組む地域
■防災や環境保全に男女の視点が反映される地域

■性別による役割分担や差別が行われないよう気を配りながら、積極的に男女共同参画を
進める市役所

■市がお願いする審議会などの委員について、男女の人数が一方に偏らない市役所

02 5つの「めざす姿」
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03 体系図

Ⅰ

男女の人権の尊重

１ 性別による差別やあらゆる暴力の
根絶

２ 男女共同参画の視点に基づいた
意識づくり

① 啓発活動を充実させます

② 相談体制を充実させます

① 男女共同参画の視点に基づいた
広報活動を進めます

② メディアにおける人権を尊重した
表現への啓発を行います

Ⅱ

男女が平等に社会参加
するための環境づくり

１ 政策・方針決定過程等への女性の
参画拡大

２ 就業における男女共同参画を促進
するための環境づくり

① 審議会等の委員へ女性を登用します

② 女性職員を登用します

① 雇用の場における男女均等な機会と
待遇の確保を進めます

② 男女が働きやすい就労環境づくりを
進めます

③ 女性の働く意識の向上と就業
機会の拡大を進めます

Ⅲ

男女が平等に安心して
暮らせる環境づくり

１ 安心して子育てができる環境整備

２ 高齢者や障がい者等が生き生きと
して安心して暮らせる環境の整備

① 子育てを支援するための施策を
進めます

① 高齢社会を生き生きと健康で
暮らすための施策を進めます

② 介護を支援するための施策を
進めます

③ 障がい者の生活支援と住みよい
まちづくりを進めます

３ 地域社会における男女共同参画の
推進

① 地域コミュニティ活動における男女平等
と男女が共に参加することを促進します

４ 防災分野・防災現場への参画推進 ① 防災意識向上の学習機会を提供します

② 防災分野での女性人材の登用を進め
ます

５ 環境分野への啓発と参画の推進 ① 環境保全に関する情報を提供します

基本目標 重点課題 取り組みとめざす姿

６ 貧困など生活上の困難を抱える女
性への支援

① 様々な不安を抱える女性への支援をします

④ 偏見や差別のない地域社会づくりを
推進します

家庭の
めざす姿

学校の
めざす姿

会社の
めざす姿

地域の
めざす姿

市役所の
めざす姿

Ⅳ

男女共同参画の
視点に基づく

教育・学習の充実

１ 家庭における男女共同参画教育・
学習の推進

① 従来からの男性重視の家族制度にとらわれ
ない家庭環境の重要性について啓発します

② 家事や子育て、介護は、男女が平等に
共同して担う意識を醸成させます

③ 男女共同参画の視点に基づいた家庭
教育に関する学習機会を提供します
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Ⅴ

生涯にわたる
健康の支援

１ 性と生殖について、その健康と自由
に選択する権利の普及

２ 学校における男女共同参画教育・
学習の推進

① 普及のための啓発と情報提供を行います

② 性と生殖について、その健康と自由に
選択する権利の教育を進めます

① 男女共同参画に関する教職員の研修
機会を充実させます

② 子育てや介護など、男女が共同して
担う視点からの教育を進めます

③ 男女共同参画の視点に基づいた学校
運営を進めます

３ 社会における男女共同参画教育・
学習の推進

① 地域や職場において、男女共同参画
社会づくりへの意識を高めます

② 男女共同参画の視点に基づいた社会
教育を進めます

２ ライフステージに応じた健康づくり
の推進

① 妊娠・出産期、子育て期における健康
づくりを支援します

② 成人・高齢期における健康づくりを
支援します

Ⅵ

男女共同参画の
視点に基づいた

国際交流・協力の推進

１ 雇用に関する女性登用の推進 ① 情報の収集と提供を行います

② 就労環境づくりを進めます

③ 事業主への啓発を行います

１ 国際交流と国際協力への参画推進 ① 在住外国人への支援をします

② 国際交流活動を進めます

③ 国際協力への理解を進めます

Ⅶ

女性の職業生活に
おける活躍の推進

Ⅷ

推進体制の確立

１ 庁内推進体制の強化 ① 推進本部と実行組織を整えます

① 実行組織がそれぞれで自己検証を
行います２ 推進管理体制の確立

② 男女共同参画審議会による検証を
行います

① 市民と行政、市民相互の連携と充実を
図ります

３ 市民との連携と協力

③ 多様な性への理解促進を図るため、
情報を収集し提供と啓発を行います

２ 自営業等における女性活躍の推進
① 女性の経営への参画が進むよう啓発を

行います

② 男女共同参画を推進するネットワークを
構築します

４ 道との連携等 ① 国や道との取り組みへの連携を推進します

基本目標 重点課題 取り組みとめざす姿

家庭の
めざす姿

学校の
めざす姿

会社の
めざす姿

地域の
めざす姿

市役所の
めざす姿
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04 計画の内容

基本目標 Ⅰ 男女の人権の尊重

男女が共同して社会づくりをする基本は、お互いの人権の尊重です。憲法で保障する

人権が、実際に尊重される社会となるよう啓発や相談体制を充実させます。

１ 性別による差別やあらゆる暴力の根絶

家庭や職場、学校、地域などいろいろな場所で、性別による差別や暴力をなくすよ

うに、啓発活動や相談体制の充実に努めます。

取り組み① 啓発活動を充実させます

性別による差別や暴力をなくし、憲法で保障する人権が守られる多様な媒体の活

用や道や関係機関・団体における取組状況等について情報収集を行うなど啓発に努

め、差別や暴力の根絶をめざします。

取り組み② 相談体制を充実させます

ホームページでの情報提供のほか、電話相談などの相談窓口を着せtするととも

に、相談員の能力向上と関係機関との連携を強化して女性の人権を守ります。

２ 男女共同参画の視点に基づいた意識づくり

男女が、お互いの人権を尊重し、だれもが協力しあえるようになるためには、毎日

接する情報が大切です。市が発行する広報誌をはじめ様々な情報が男女共同参画の視

点でつくられるように、啓発に努めます。

取り組み① 男女共同参画の視点に基づいた広報活動を進めます

広報誌や出前講座、ホームページなど様々な方法で啓発に努めます。市が作成す

る文書は、常に、男女の人権の尊重と男女共同参画に配慮するよう努めます。

取り組み② メディアにおける人権を尊重した表現への啓発を行います

メディアに対し、女性への暴力を容認したり、誘引したりするような表現になら

ないよう、また、男女ともに人権を侵害しないような表現への配慮を求めていきま

す。
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基本目標 Ⅱ 男女が平等に社会参加するための環境づくり

男女が本当に平等な社会をつくるためには、女性も公的な政策決定の場で発言する

とともに、経済的にも自立できる力をつけて社会参加することが大切です。意欲のあ

る女性が社会参加しやすい環境づくりをします。

１ 政策・方針決定過程等への女性の参画拡大

政策や方針の企画や決定に女性も参加することができるように、市の審議会等の委

員や女性職員の登用に努めます。

取り組み① 審議会等の委員へ女性を登用します

登用率の目標値を設定し、審議会等の選出基準の見直しをします。

取り組み② 女性職員を登用します

女性職員が活躍しやすい環境づくりを進めるチームへの参加や昇任試験の出願を

奨励します。

２ 就業における男女共同参画を促進するための環境づくり

男女が平等に能力を発揮し、評価され、共に働きやすい環境をつくるとともに、女

性がもっと積極的に職場へ進出する意欲がもてるように、就業機会の拡大に努めます。

取り組み① 雇用の場における男女均等な機会と待遇の確保を進めます

雇用の場において、男女が均等な機会と待遇を受けることができるように、パー

ト社員を含む労働条件の調査を行います。また、雇用者と労働者の双方に男女平

等・機会均等の啓発を行います。さらに、主として農業に従事している女性を対象

に研修を行ったり、家族経営協定の締結などを促進します。

取り組み② 男女が働きやすい就労環境づくりを進めます

男性も女性も、安心して働くには、業務の効率化やコミュニケーションの活性化

など、職場と家庭が両立しやすい環境の整備が大切です。男女ともに育児休暇や介

護休暇が取得しやすい環境を整備するほか、あらゆるハラスメントの防止など男女

が安心して働けるように、雇用者と労働者の双方に情報を提供し、啓発に努めます。

取り組み③ 女性の働く意識の向上と就業機会の拡大を進めます

家庭にいる女性が職につきたくても職業経験や技術、知識の欠如などにより、希

望する職がなかなか見つかりません。また、女性のライフイベントに関わりなく意

欲のある者が働けるように女性からの相談に応じて、求人情報を提供するとともに、

労働に関する諸制度や再就労前研修などの支援制度についての情報を提供します。

また、転職や起業を希望している女性に対しても情報を提供します。
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基本目標 Ⅲ 男女が平等に安心して暮らせる環境づくり

性別による固定的な役割分担意識が、女性に対して家事、育児、介護などの負担を過度に

かけています。男女が共に、職業と家庭を両立し、安心して暮らせる環境づくりをします。

また、被災時や復興段階における男女のニーズの違いに応じた防災体制の確立と、環境保

全の意識啓発を進めます。

１ 安心して子育てができる環境整備

男女が共に、職業と家庭を両立し、安心して子育てができるように、子育て環境の

整備に努めます。また、男性の子育てを支援します。

取り組み① 子育てを支援するための施策を進めます

急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てる

環境づくりや情報の提供に努めます。

２ 高齢者や障がい者等が生き生きと安心して暮らせる環境の整備

だれもが安心して暮らせるよう高齢者や障がい者や性的マイノリティなどにも住み

よい環境を整備するよう努めます。

取り組み① 高齢社会を生き生きと健康で暮らすための施策を進めます

豊かで活力ある高齢社会を築くため、高齢者が他世代とともに支えあいながら可

能な限り自立し、安心して地域で生活するための環境の整備を図ります。

取り組み② 介護を支援するための施策を進めます

高齢化の進展とともに要介護者が増加していく中、介護を要する状態となっても

できる限り、個人を尊重した日常生活を営めるよう介護を社会全体で支える環境の

整備を図ります。

取り組み③ 障がい者の生活支援と住みよいまちづくりを進めます

障がいのある人が家庭や地域で自立した生活を送り、社会参加ができるように、

サービスの向上とだれにも住みよいまちづくりに努めます。

取り組み④ 偏見や差別のない地域社会づくりを推進します

ＬＧＢＴＱ+等を理由とする偏見や差別を無くしていくため、リーフレット等を

活用して積極的な啓発活動を推進します。
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取り組み① 地域コミュニティ活動における男女平等と男女が共に参加
することを促進します

男女共同参画について地域として取り組み、男女が平等に、性別による役割分担

にしばられず、自ら進んで活動ができる地域社会づくりをめざします。

４ 防災分野・防災現場への参画推進

過去の震災被害から浮かび上がった女性をめぐる諸問題の解決だけでなく、性別や

年齢を問わず、あらゆる事態に対応できる防災対策と防災意識の啓発を実施します。

取り組み① 防災意識向上の学習機会を提供します

日々における防災に関する意識と知識が、緊急時にどう行動すべきかに繋がりま

す。そのための知識と普及と学習機会の提供に努めます。

取り組み② 防災分野での女性の人材登用を進めます

女性をめぐる諸問題の解決のため、地域における防災現場への人材の配置や、企

画・決定過程での女性の参加を推進します。

取り組み① 環境保全に関する情報を提供します

一人ひとりのライフスタイルを変えることにより、環境への負荷が小さいものへ

と変わるといわれています。こうした環境保全に関する情報や交流の場の提供と啓

発に努めます。

５ 環境分野への啓発と参画の推進

地球環境への負荷がより小さくなるよう環境分野における意識啓発と、男女の積極

的な参画に努めます。

６ 貧困など生活上の困難を抱える女性への支援

生活困窮や性暴力など女性をめぐる問題が多様化、複合化していることから、あら

ゆる女性への支援体制の構築に努めます。

取り組み① 様々な不安を抱える女性への支援をします

様々な要因により、不安を抱える方への居場所の提供や社会へのつながりをはじ

め、孤独・孤立状態の解消を図ります。

３ 地域社会における男女共同参画の推進

地域社会では、世代や価値観の異なる人々が互いに支えあって活動しています。男

女の差別なく地域コミュニティ活動が進められるように努めます。
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基本目標 Ⅳ 男女共同参画の視点に基づく教育・学習の充実

人々の意識や行動の多くは、教育や学習によって形成されます。男女の固定的な性別役割

分担意識を解消し、家庭、学校、社会のいずれの場においても、主体的な生き方ができるよ

う男女共同参画の視点に基づく教育・学習を充実させます。

１ 家庭における男女共同参画教育・学習の推進

性別による男女の役割分担意識は、子どもの成長過程で家庭環境によって作られる

部分が大きいことから、幼児期から家族一人ひとりの人権を認め合い、自立意識を培

うため、保護者に対して啓発、学習機会の充実を図ります。

取り組み① 従来からの男性重視の家族制度にとらわれない家庭環境
の重要性について啓発します

広報誌、ホームページへの掲載、各種パンフレット等多様な媒体を有効に活用す

るとともに、市や団体が行う家庭教育に関する教育、学習の機会を通じて広く市民

に男女共同参加の視点に立った家庭環境づくりを啓発します。

２ 学校における男女共同参画教育・学習の推進

学校は、家庭や地域と共に子どもの価値観や社会的規範などの人格形成に大きな役

割を担っており、より一層男女平等観に立った教育の実践が図られるよう努めます。

取り組み② 家事や子育て、介護は、男女が平等に共同して担う意識を醸
成させます

子育てや介護などに関する学習会等を開催し、男女が平等に共同して家事、子育

て、介護を担う意識を醸成します。

取り組み③ 男女共同参画の視点に基づいた家庭教育に関する学習機会
を提供します

市と団体の連携による家庭教育講演会や家庭教育セミナー、健康学習会等の開催

のほか、電話相談や家庭児童相談室等相談体制の一層の充実を図ります。

取り組み① 男女共同参画に関する教職員の研修機会を充実させます

学校教育に携わる教職員や関係者に対して、命や人権の尊重、男女共同参画社会

に関する資料の提供や研修の機会を設け、意識の高揚を図ります。

取り組み② 子育てや介護など、男女が平等に共同して担う視点からの教
育を進めます

課程を取り巻く環境の変化に対応し、男女が共同参画して家庭を築いていくとい

う視点から、家庭科をはじめとする各教科や道徳、特別活動の中で指導の充実を図

ります。
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取り組み③ 男女共同参画の視点に基づいた学校運営を進めます

学校職場におけるあらゆるハラスメント防止をはじめとする人権尊重とジェン

ダーの視点に立った職場環境づくりを推進します。

女性教職員の管理職登用のため、昇任試験の積極的出願を促進します。

３ 社会における男女共同参画教育・学習の推進

性別による男女の役割分担意識を是正し、多様な生き方や暮らし方を持った人々が、

周囲の人々と共生しながら、自分らしさを大切にしていけるよう人権意識の啓発を推

進します。

取り組み① 地域や職場において、男女共同参画社会づくりへの意識を
高めます

町内会、ＰＴＡ、青年団体、経済団体等の民間団体に、男女共同参画社会に関す

る取り組みについて協力と人材の育成を求めます。

取り組み② 男女共同参画の視点に基づいた社会教育を進めます

市と団体の連携による男女共同参画に関する講演会、セミナー等学習機会の促進

充実に努めるとともに、社会教育関係者を対象にして、人権の尊重や男女共同参画

に関する研修の機会を設け、意識の高揚を図ります。

取り組み③ 多様な性への理解促進を図るため、情報を収集し提供と
啓発を行います。

男女の固定的な性別役割分担意識の偏見をなくすとともに、多様性を理解・尊重

していくための必要な情報を収集し、多様な生き方を選択できるよう地域社会への

啓発に努めます。
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基本目標 Ⅴ 生涯にわたる健康の支援

男女が安心して暮らしていくためには、心身ともに健康であることが重要であり、健康に

関する意識を高めていくことが必要です。

特に、女性は妊娠や出産に関わる身体機能があることに伴い、生涯を通じて様々な健康課

題を生じることがあります。女性が心身共に健康に過ごせるよう「性と生殖に関する健康と

権利」に関する意識の向上を図るとともに、生涯を通じた健康づくりを支援する環境を整備

します。

１ 性と生殖について、その健康と自由に選択する権利の普及

女性が、妊娠や出産などの選択を自己決定できるように、「性と生殖に関する健康

と権利」の考え方を普及させるように努めます。

取り組み① 普及のための啓発と情報提供を行います

「性と生殖に関する健康と権利」に関する正しい理解と認識を深めるための講習

会等の開催やリーフレット等を作成し、普及啓発、情報提供に努めます。

２ ライフステージに応じた健康づくりの推進

女性は、妊娠や出産の機能からもたらされる特有の健康課題を心身に多く生じます。

そのため、男女それぞれのライフステージに応じた健康づくり支援と相互理解に努め

ます。

取り組み② 性と生殖について、その健康と自由に選択する権利の教育
を進めます

避妊、中絶、性感染症の予防などに関する正確な知識や情報の提供を行うととも

に、男女が対等で安全な性関係を保てるよう性教育や学習機会の充実を図ります。

取り組み① 妊娠・出産期、子育て期における健康づくりを支援します

妊娠や出産に伴う心身の変化やこれからの子育てに関する不安や相談に応じられ

るよう妊産婦健康相談の体制を充実させます。

妊婦・両親教室を開催し、妊娠・出産に関する知識や情報の提供を行います。

取り組み② 成人・高齢期における健康づくりを支援します

健康診査や乳がん、子宮がん、胃がん、大腸がん、肺がんの検診体制の充実を図

ります。

生活習慣病や更年期障害など心身の健康に関する学習機会の充実を図ります。女

性特有の健康課題のほか、さまざまな健康課題に対応できる相談・情報提供体制を

整備します。
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基本目標 Ⅵ 男女共同参画の視点に基づいた国際交流・協力の推進

男女共同参画社会の実現は、宗教、歴史、文化、生活習慣などが違っても、世界共通の課

題として、国際的に連携して進めなければなりません。

また、外国人女性が言葉の違い、文化・価値観の違い、地域における孤立等の困難な状況

に置かれることが無いよう、国際交流や国際理解、国際協力を進めます。

１ 国際交流と国際協力への参画推進

本市に居住する外国人への支援をはじめ様々な機会を捉えて国際交流や協力・理解

の推進に努めます。

取り組み① 在住外国人への支援をします

言葉や生活習慣が違っていても、不安なく暮らせるよう生活や地域活動などや地

域コミュニティ活動などの必要な情報の提供と支援をします。

取り組み② 国際交流活動を進めます

国際交流が地域に根付き、幅広い市民が気軽に参加できるよう関係者、関係団体

のネットワークの形成を支援し、地域ごとの交流活動ができるよう推進します。

取り組み③ 国際協力への理解を進めます

国際交流団体との情報交換を積極的に推進し、国際交流や国際協力の理解・推進

のための交流を実施します。
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１ 雇用に関する女性登用の推進

事業主へ女性登用を促し、雇用に関する課題解決への取り組みを推進します。

取り組み① 情報の収集と提供を行います

広報誌や市ホームページなどにより、事業主、労働者双方への情報提供を行い、

女性登用への機運の醸成を図ります。

取り組み② 就労環境づくりを進めます

女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供やその活用と、性別による固定

的役割分担意識への配慮、職業生活と家庭との両立できる働き方改革、育児、介護

支援体制の充実など働きたい女性の就労や雇用に関する必要な環境整備を進めます。

取り組み③ 事業主への啓発を行います

女性の活躍のために解決すべき課題に対応する取り組みを進めるため、事業主へ

の啓発を行います。

基本目標 Ⅶ 女性の職業生活における活躍の推進

豊かで活力ある社会の実現のために、自らの意思によって職業生活を営み、または営もう

とする女性の個性と能力が重要です。女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に

能力を発揮し、活躍できる環境整備を推進します。

２ 自営業等における女性活躍の推進

自営業や農林水産業への女性が活躍できる環境を推進します。

取り組み① 女性の経営へ参画が進むよう啓発を行います

女性が意欲をもって生き生きと能力が発揮できるよう、社会参画、経営参画が

促進されるよう、積極的な情報提供に努めます。
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１ 庁内推進体制の強化

施策が効率的かつ的確に実施され、計画が着実に推進されるよう推進体制の整

備に努めます｡

取り組み① 推進本部と実行組織を整えます

課題を常に把握するため、会議を定例化し、事案に応じてプロジェクトチームを編

成するなど、実行組織が柔軟に対応します。

取り組み① 実行組織がそれぞれで自己検証を行います

施策及び事業の自己評価を行い、次の計画策定に反映させます。

取り組み② 男女共同参画審議会による検証を行います

施策及び事業について審議会でのチェックと再評価を行い、計画を適切に進行管

理します。

基本目標 Ⅷ 推進体制の確立

それぞれの施策が効率的かつ着実に実施され、男女共同参画社会に少しでも近づくことが

できるよう推進体制を確立します。

２ 推進管理体制の確立

施策の進行状況を定期的に検証することにより、施策が適宜見直され、効率的かつ

的確なものとなるよう推進管理体制の確立に努めます。

３ 市民との連携と協力

男女共同参画社会の実現は、幅広い市民との協働なくしてはあり得ません。市民と

の連携と協力に努めます。

取り組み① 市民と行政、市民相互の連携と充実を図ります

男女共同参画社会は、法や制度を整えるだけでなく、一人ひとりの市民が参加して

はじめて実現できます。市は、女性団体をはじめとする幅広い市民と連携・協力して、

各施策を計画的に進めていきます。

取り組み② 男女共同参画を推進するネットワークを構築します

男女共同参画社会の推進のため、令和元年６月に市民や企業・団体で設立された

「恵庭市男女共同参画推進協議会」のネットワークを通して、市内で取り組まれてい

る好事例や活動等を情報発信することにより、活力ある地域づくりを進めていきます。
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４ 道との連携等

男女共同参画に関する課題等は非常に広範多岐にわたるため、情報の収集や交換を

行うなど道との連携に努めます。

取り組み① 国や道の取り組みへの連携を推進します

男女共同参画に関する法律や諸制度など、取り巻く環境は刻々と変化しています。

国や道の取り組みを注視しつつ、必要な情報等について積極的に収集が行えるよう連

携していきます。
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男女共同参画に関する市民アンケート 令和７(2025)年４月集計

１ 目的

この調査は、市民の男女共同参画に関する意識を調査するとともに、問題点を把握し、

男女共同参画社会をめざす「まちづくり」の活動資料とするものです。

また同時に第3次恵庭市男女共同参画基本計画の策定のための基礎資料としても活用し

ます。

２ 設問

本調査の設問は、平成26(2014)年に実施した「男女共同参画に関する意識調査」より抜

粋したものを、時代背景を考慮しながら、一部修正した設問21問としました。

３ 調査概要

調査方法 ①無作為抽出した恵庭市に在住する市民500名へ郵送

②恵庭市公式ＬＩＮＥ

調査対象 ①令和7(2025)年3月1日現在、恵庭市に在住する18歳以上の市民

＊男女別、年代の階層毎の人口比率に応じて無作為抽出

②恵庭市公式ＬＩＮＥ登録者

調査機関 令和7年3月31日(月)～4月30日(水)

４ 回収状況

回収数 876件 (①167件、②709件 ＊持参含む）

回収率 33.4％（①のみ）

内訳 性別 男性 368人 年代別 10代 16人

女性 489人 20代 63人

無回答 19人 30代 131人

40代 199人

50代 177人

60代 137人

70代 120人

80代以上 33人
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8.6

24.7

10.8

19.5

13.7

4.6

12.1

15.5

26.3

14.3

11.4

2.3

10.5

39.0

16.8

30.3

21.2

7.2

19.1

22.6

38.4

18.7

15.5

3.8

0.3

0.7

0.5

0.9

0.5

0.0

0.5

0.6

1.4

0.8

0.5

0.2

19.4

64.4

28.1

50.7

35.4

11.8

31.7

38.7

66.1

33.8

27.4

6.3

1.多くの子どもを育てられる住宅状況にない

2.仕事と育児を両立させられるため、多くの子どもを産めない

3.子どもを欲しくないと考える夫婦が増えた

4.子どもの教育費が高い

5.育児は大変だと考える人が増えた

6.子どもを少なく産んで大切に育てたいと思う人が増えた

7.保育制度が充実していない

8.将来の社会を考えると多くの子どもを産めない

9.世帯収入が少ないため、多くの子どもを産めない

10.自分の生きがいや趣味を優先したいと考える人が増えた

11.束縛されず自由に生きたいと思う人が増えた

12.その他

問１ 女性が生涯に出産する子どもの数が年々減り続けていますが、
なにが原因だと考えますか。（複数選択可）

男性 女性 回答しない （％）

26.7

17.1

21.5

6.2

12.7

15.9

18.3

15.6

19.4

7.2

10.0

6.4

14.0

1.9

36.9

23.5

36.4

7.5

28.8

22.8

29.2

21.8

25.5

14.2

13.4

6.7

22.5

4.8

0.9

0.5

0.5

0.3

0.8

0.6

0.6

0.5

0.8

0.1

0.2

0.2

0.5

0.2

64.5

41.1

58.4

14.0

42.3

39.3

48.1

37.9

45.7

21.5

23.6

13.3

37.0

6.9

1.育児休業中も十分な所得が保障される制度の拡充

2.育児休業中の代替要員確保など企業内環境の充実

3.企業内保育施設や、子育てしやすい労働環境の整備と充実

4.住宅環境の改善

5.家事や育児に男女ともに参加する意識改革

6.保育時間の延長や、産休あけに利用できる0才児保育の充実

7.子どもを預けたい時に一時的に保育してくれる施設や制度の整備と充実

8.保育所に預けたい人の希望がかなう環境整備

9.出産や育児に対する手当てなどの充実

10.親の療養中の乳幼児に対する保育の充実

11.育児相談ができる機関や人的ネットワークの整備と充実

12.育児の楽しさ、すばらしさのアピール

13.男性の育児休暇取得のための環境整備

14.その他

問２ 子どもを産み育てやすい環境をつくるため、どのような事が必要だと思いますか。
（複数選択可）

男性 女性 回答しない （％）
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39.5

36.4

45.3

68.2

33.3

41.9

58.6

61.8

53.0

29.5

61.1

51.6

1.9

1.8

1.7

2.3

5.6

6.5

1.女性の取得率と同等程度の取得をすべき

2.女性の取得率より低くなるのは仕方ないが、積極的に取得すべき

3.取得すべきとは思うが、職場に影響を与えるため取得しづらいと思う

4.男性が女性より取得が大きく下回っているのは仕方がない

5.男性が取得する必要はない

6.その他

問３ 男性の『育児』休業取得は女性に比べ大きく下回っていますが、

どのように思いますか。

男性 女性 回答しない （％）

36.4

40.3

52.5

48.3

25.0

28.6

61.1

56.6

46.7

51.7

75.0

66.7

2.5

3.1

0.8

0.0

0.0

4.8

1.女性の取得率と同等程度の取得をすべき

2.女性の取得率より低くなるのは仕方ないが、積極的に取得すべき

3.取得すべきとは思うが、職場に影響を与えるため取得しづらいと思う

4.男性が女性より取得が大きく下回っているのは仕方がない

5.男性が取得する必要はない

6.その他

問４ 男性の『介護』休業取得は女性に比べ大きく下回っていますが、
どのように思いますか。

男性 女性 回答しない （％）

26.9

17.9

15.2

21.1

2.3
1.6

33.1

31.2

24.7

32.1

4.5

4.1

0.9

0.9

0.7

1.1

0.0

0.1

60.9

50.0

40.6

54.3

6.8

5.8

1.上司や同僚等の職場に迷惑がかかる

2.職場で取得をしている男性職員が少ない

3.職場での昇任、昇給に影響してしまう

4.収入の減少

5.取得しなくても家庭内の環境が整備されている

6.その他

問５ 男性の『育児』休業取得が女性に比べ低い要因は
なにが原因だと考えますか。（複数選択可）

男性 女性 回答しない （％）
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44.2

32.9

36.3

37.1

30.6

25.0

54.6

64.8

61.8

60.6

69.4

71.9

1.2

2.3

1.9

2.2

0.0

3.1

1.上司や同僚等の職場に迷惑がかかる

2.職場で取得をしている男性職員が少ない

3.職場での昇任、昇給に影響してしまう

4.収入の減少

5.取得しなくても家庭内の環境が整備されている

6.その他

問６ 男性の『介護』休業取得が女性に比べ低い要因は
なにが原因だと考えますか

男性 女性 回答しない （％）

50.9

39.0

41.0

48.8

51.6

49.1

58.7

57.8

50.0

45.1

0.0

2.3

1.2

1.2

3.3

1 .男性を上回るほど増える方がよい

2.男女半々になるまで増える方がよい

3.男女の比率を定める方がよい

4.今のままでよい

5.その他

問７ 近年、議会や審議会などの政策決定の場に女性の参画が
少しずつ増えてきましたが、どのように感じますか

男性 女性 回答しない （％）

19.2

15.4

7.1

4.9

9.5

19.3

3.8

9.4

3.4

7.6

11.4

2.7

25.6

24.5

10.8

7.3

9.5

30.3

5.8

12.4

6.3

13.9

21.5

2.3

0.6

0.7

0.3

0.1

0.3

0.8

0.2

0.3

0.1

0.3

0.3

0.3

45.3

40.6

18.2

12.3

19.3

50.4

9.8

22.1

9.8

21.8

33.2

5.3

1.男女の役割分担に対する社会通念などの考え方の改め

2.男性の企画中心の生き方、考え方の見直し

3.女性自身の能力の向上

4.法律や制度の面で見直し

5.重要な役割への女性登用

6.男女が仕事と家庭を両立できる社会的条件を整備し支援する

7.女性の学習や訓練の機会の増加

8.学校での男女平等教育の推進、女性の社会参画の必要性の教授

9.家庭内で女性の社会参画の必要性の教授

10.保育や高齢者施設などの充実、参画機会の開拓と提供

11.男性の理解

12.その他

問８ 町内会やＰＴＡなどの地域活動で、女性のリーダーを増やすためには、
なにが必要だと思いますか。（複数選択可）

男性 女性 回答しない （％）
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（％）

26.1

26.5

31.7

27.3

26.8

22.4

31.7

15.1
1.6

29.0

33.3

47.5

38.0

40.0

33.3

46.3

28.8

3.0

1.4

1.0

1.5

1.3

1.1

1.1

1.3

0.9

0.1

56.5

60.8

80.7

66.6

67.9

56.8

79.3

44.8

4.7

1.男女共同参画社会

2.ワークライフバランス(仕事と生活の調和)

3.ジェンダー(文化的・社会的につくられた性差別)

4.性的マイノリティ(性的少数者)

関連(L:レズビアンG:ゲイB:バイセクシャルT:トランスジェンダーQ:クエス

チョニング等)

パートナーシップ宣誓制度(同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証

明書を発行する制度)

7.DV(ドメスティック・バイオレンス:配偶者やパートナー間の暴力)

8.デートDV(若いカップル間での暴力)

9.特にない

問９ 男女共同参画に関する言葉のうち、知っているものを選択してください。
（複数選択可）

男性 女性 回答しない

5.LGBTQ関連(L:レズビアンG:ゲイB:バイセクシャル
T:トランスジェンダーQ:クエスチョニング等)

6.パートナーシップ宣誓制度(同性同士のカップルを
婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度)

45.5

46.6

47.6

38.0

50.0

50.8

50.8

60.1

4.5

2.6

1.6

1.9

1.そう思う

2.どちらかといえばそう思う

3.どちらかといえばそう思わない

4.そう思わない

問10 「男は仕事、女は家庭」だと思いますか

男性 女性 回答しない （％）

39.0

44.6

57.6

38.1

59.1

52.6

40.7

61.9

1.9

2.8

1.7

0.0

1 .そう思う

2.どちらかといえばそう思う

3.どちらかといえばそう思わない

4.そう思わない

問11 男女とも仕事をし、家事・育児を分担する方が
よいと思いますか

男性 女性 回答しない （％）
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16.5

36.5

62.3

70.8

60.7

37.8

79.4

62.2

36.8

27.7

32.1

59.8

4.1

1.2

1.0

1.5

7.1

2.4

1 .男性のほうが優遇されている

2.どちらかといえば男性が優遇されている

3.男女平等

4.どちらかといえば女性が優遇されている

5.女性のほうが優遇されている

6.分からない

問12 男女の地位の平等感について、『家庭生活』において
あなたの気持ちに最も近いものを選択してください

男性 女性 回答しない （％）

22.9

48.9

56.3

57.4

62.5

28.8

74.7

50.4

40.9

37.7

33.3

69.9

2.4

0.7

2.8

4.9

4.2

1.4

1 .男性のほうが優遇されている

2.どちらかといえば男性が優遇されている

3.男女平等

4.どちらかといえば女性が優遇されている

5.女性のほうが優遇されている

6.分からない

問13 男女の地位の平等感について、『職場』において
あなたの気持ちに最も近いものを選択してください。

男性 女性 回答しない （％）

2.1

2.3

37.9

0.9

9.4

45.4

0.0

0.6

1.5

3.0

12.3

84.8

1.DVをしたことがある

2.DVをされたことがある

3.DVを経験したことはない

問14 ＤＶを経験したことはありますか。（複数選択可）
男性 女性 回答しない （％）

1.6

0.7

3.9

36.0

5.3

2.2

8.6

41.4

0.3

0.1

0.3

1.5

7.2

3.0

12.8

78.9

1 .DVを家族・友人等身近な人に相談したことがある

2.DVを関係機関(相談窓口)に相談したことがある

3.DVの相談を受けたことがある

4.DVを相談したことも受けたこともない

問15 ＤＶの相談をしたり受けたりしたことはありますか。（複数選択可）

男性 女性 回答しない （％）
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32.5

26.0

15.0

14.2

13.5

9.1

13.0

8.6

8.8
2.6

41.4

39.5

23.6

20.4

25.8

11.9

21.5

16.1

14.4
1.6

1.5

1.6

1.1

0.6

0.6

0.5

0.6

0.5

0.5

0.0

74.4

67.1

39.7

35.2

39.9

21.5

35.1

25.2

23.7

4.2

1.被害者が安心して相談できる専用窓口

2.被害者が一時的に避難できる場所の設置

3.相談にあたる担当者の研修機会の充実や女性担当者の増員

4.被害者支援をする団体と関係機関などの連携強化

5.学校や家庭における男女平等や性についての教育

6.人権の尊重についての行政での啓発活動

7.暴力再発を防ぐための加害者に対するカウンセリングや教育

8.性の商品化や暴力表現などメディアにおける過激な内容に対する倫理規

定の強化

9.過激な内容のDVDやゲームソフトなどの販売と貸出しの禁止

10.その他

問16 ＤＶやセクシャルハラスメント、ストーカーなどの行為について、
どのような対策をしていけば良いと思いますか。（複数選択可）

男性 女性 回答しない （％）

11.3

19.4

11.3

15.6

23.9

18.9

17.6

12.9

12.0

14.8

14.2

15.4

13.9

7.6

10.6

4.9

13.7
1.1

15.3

27.5

19.7

25.5

31.4

27.7

25.1

18.0

16.0

20.0

26.3

21.6

25.5

16.0

22.1

11.5

23.1

1.3

0.6

0.3

0.8

1.0

0.9

0.6

0.5

0.2

0.3

0.3

0.5

0.5

1.0

0.5

0.5

0.6
0.5

0.2

27.2

47.2

31.8

42.1

56.2

47.2

43.2

31.1

28.3

35.1

41.0

37.5

40.4

24.1

33.2

17.0

37.2

2.6

1.再就職準備のための講座やセミナー、技能訓練の充実

2.再雇用制度の促進

3.求人情報の提供や女性の人材登用

4.女性が働ける新しい職場、職域の開発

5.保育所の整備と充実

6.放課後児童クラブの拡充

7.産後休暇や育児休暇明けの保育の充実

8.企業内保育施設の設置

9.育児休業制度の定着の促進

10.育児休業制度における給与保障の一層の充実

11.介護や看護との両立を支援する体制の整備

12.昇進や昇給、仕事の分担など労働の場での男女平等の推進

13.パートタイマーの労働条件の改善

14.男性重視の地域社会の意識改革

15.配偶者や家族の家事等への協力推進

16.家事の省力化、外部化などによる家事負担の軽減

17.労働時間の短縮やフレックスタイムの導入

18.その他

問17 女性が働きやすい環境をつくるには、なにが必要だと思いますか。（複数選択可）

男性 女性 回答しない （％）
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42.9

38.5

50.0

54.6

61.0

41.7

2.4

0.5

8.3

1 .意味を知っている

2.意味を知らない

3.その他

問18 性的マイノリティ（性的少数者）に関する意味を
知っていますか。

男性 女性 回答しない （％）

60.0

37.5

34.1

43.7

40.1

40.0

50.0

64.8

54.2

57.6

0.0

12.5

1.1

2.0

2.3

1 .自身で悩んだことがあり、周りに悩んでいる人がいた

2.自身で悩んだことがあり、周りに悩んでいる人はいない

3.自身で悩んだことはないが、周りに悩んでいる人がいた

4.自身で悩んだことはなく、周りに悩んでいる人もいない

5.分からない

問19 性的マイノリティに関して、自身で悩んだことはありますか。
また、周りで悩んでいる人はいましたか。

男性 女性 回答しない （％）

19.7

4.9

8.9

11.6

8.4

5.6

4.7

9.7

1.4

33.3

10.7

10.4

15.5

18.7

11.9

1.6

13.0
1.5

1.0

0.2

0.3

0.5

0.3

0.2

0.6

0.2

0.0

54.0

15.8

19.6

27.6

27.4

17.7

6.9

22.9

2.9

1 .学校での教育

2.性別欄の削除

3.性的マイノリティに関する講演やセミナー等の開催

4.専用の相談窓口を設置

5.男女トイレ以外の誰でも使用できるトイレを整備

6.パートナーシップ宣誓制度の導入

7.必要はない

8.分からない

9.その他

問20 性的マイノリティについて、今後必要となる施策は何かありますか。
（複数選択可）

男性 女性 回答しない （％）
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12.4

8.2

11.0

12.6

15.1

10.5

19.4

14.5

8.2

5.7

5.9

7.3

2.4

15.5

10.4

12.4

15.8

22.8

19.3

26.7

26.1

14.3

9.6

6.4

10.8

2.2

0.6

0.2

0.2

0.2

0.6

0.7

0.5

0.3

0.5

0.2

0.2

0.3

0.2

28.5

18.8

23.6

28.6

38.5

30.5

46.6

40.9

23.0

15.5

12.5

18.4

4.8

問21 男女共同参画社会を進めるために、あなたは恵庭市にどのようなことを期待しますか。
（複数選択可）

男性 女性 回答しない

１．専門に担当する組織や体制の充実

（％）

２．男女平等、男女共同参画についての
学習講座の開催

３．男女共同参画社会づくりへの提言など
市民参加の機会の増加

４．市の審議会など、施策を決定する場への
女性の参加の増加

５．学校教育の場で、男女平等教育の推進

６．女性の就労を支援する情報提供や
職業訓練の場の充実

７．保育所や放課後児童クラブなど、
地域の子育て環境の整備

８．介護サービスの充実

９．市が率先した職場内の男女間差別対策の
取り組み

10.市内民間企業等への意識啓発を推進

11.男女共同参画推進の拠点となる
男女共同参画センターなどの施設を設置

12．男女共同参画に関連する情報提供と
さらなる充実

13.その他
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恵庭市男女共同参画審議会 第１２期委員

選任／条例第２９条第４項に基づく
任期／令和６(2023)年５月１日～令和８(2025)年４月３０日

役 職 氏 名 所属団体等

会 長 本荘 武則 恵庭市男女共同参画推進協議会

副会長 金子裕美子 北海道文教大学准教授

安保真理子 有識者

市橋 英雄 恵庭市校長会（R6.5.1～R7.3.31）

安榮 智裕 恵庭市校長会（R7.4.1～）

大村 久子 公募委員

桐山 隆徳 恵庭工業クラブ（R6.5.1～R7.3.31）

木村 圭吾 恵庭工業クラブ（R7.4.1～）

作田真有美 公募委員

竹本加奈恵 有識者

茶園 利紀 恵庭市町内会連合会

平野 悦子 ＪＡ道央女性部恵庭ブロック

本間 俊典 (一社)恵庭青年会議所（R6.5.1～R6.12.31）

國廣 愛美 (一社)恵庭青年会議所（R7.1.1～）

松田 政子 恵庭市地域女性連絡会

宮崎 圭介 連合北海道恵庭地区連合
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恵庭市男女共同参画審議会における
基本計画（案）検討の経緯

開催年月日 主な審議内容等

令和６年１１月８日
（2024）

令和５年度事業実施概要書について
市の附属機関における女性登用について
審議会等における女性委員登用に向けた取組みについて
第３次男女共同参画基本計画策定について

(その１/策定日程)
令和７年１月２０日
（2025）

第３次男女共同参画基本計画策定について
(その２/アンケート内容など)

２月２１日 第３次男女共同参画基本計画策定について
(その３/アンケート内容、調査方法など)

８月６日 令和６年度事業実施概要書について
市の附属機関における女性登用について
審議会等における女性委員登用に向けた取組みについて
第３次男女共同参画基本計画策定について

(その４/アンケート結果)
１０月１日 総務文教常任委員会への提出

（スケジュール・アンケート結果）
１１月４日 第３次男女共同参画基本計画策定について

(その５/計画素案)
令和８年１月●日
（2026)

第３次男女共同参画基本計画策定について
(その６/計画案)

２月●日 パブリックコメントについて (意見募集結果/●件)

２月●日 第３次男女共同参画基本計画策定について
(その７/計画案の審議・承認)

３月●日 総務文教常任委員会への提出 （計画内容）

恵庭市男女共同参画推進本部における
基本計画（案）検討の経緯

開催年月日 主な審議内容等

令和６年１０月２１日
（2024）

第３次男女共同参画基本計画策定について
(その１/策定日程)

令和７年３月２１日
（2025）

第３次男女共同参画基本計画策定について
(その２/アンケート内容、調査方法など)

７月２２日 第３次男女共同参画基本計画策定について
(その３/アンケート結果)

１２月２６日 第３次男女共同参画基本計画策定について
(その４/計画素案の審議)
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恵庭市男女共同参画推進本部幹事会における
基本計画（案）検討の経緯

開催年月日 主な審議内容等

令和６年１０月１６日
（2024）

第３次男女共同参画基本計画策定について
(その１/策定日程)

令和７年３月１３日
（2025）

第３次男女共同参画基本計画策定について
(その２/アンケート内容、調査方法など)

７月１８日 第３次男女共同参画基本計画策定について
(その３/アンケート結果)

１２月●日 第３次男女共同参画基本計画策定について
(その４/計画素案の審議)

計画策定の体制

恵庭市男女共同参画審議会

恵庭市男女共同参画推進本部

恵庭市男女共同参画推進本部幹事会

計画策定

選出

素案提出

素案提出

計画完成

市民

◇市民アンケート
◇パブリックコメント

反映

市職員で構成

理事者・市部長職で構成

市関係団体推薦者・有識者・公募委員で構成
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男女共同参画に関する国内外の動き

西暦

●国際婦人年(目標/平等・発展・平和)
●国際婦人年世界会議(メキシコシ
ティ)
●｢世界行動計画｣採択

昭和50年
(1975年)

●婦人問題企画推進本部設置
●婦人問題企画推進会議開催

昭和52年
(1977年)

●｢国内行動計画｣策定
●国立婦人教育会館オープン

●第34回総会｢女子差別撤廃条約｣採
択

昭和54年
(1979年)

●｢国連婦人の10年｣中間年世界会議
(コペンハーゲン)
●｢国連婦人の10年 後半期行動プロ
グラム｣採択

昭和55年
(1980年)

昭和56年
(1981年)

●｢国内行動計画後期重点目標｣策定

●｢国連婦人の10年｣ナイロビ世界会議
●｢婦人の地位向上のためのナイロビ戦
略｣採択

昭和60年
(1985年)

●｢国籍法｣の改正
●｢男女雇用機会均等法｣の成立
●｢女子差別撤廃条約｣批准

昭和61年
(1986年)

●婦人問題企画推進本部拡充・構成を全
省庁に拡大
●婦人問題企画推進有識者会議開催

昭和62年
(1987年)

●｢西暦2000年に向けての新国内行動
計画｣策定

平成元年
(1989年)

●学習指導要領改訂
(高等学校家庭科の男女必修等)

●国連婦人の地位委員会拡大会期
●国連経済社会理事会
●｢婦人の地位向上のためのナイロビ将
来戦略に関する第１回見直しと評価に
伴う勧告及び結論｣採択

平成2年
(1990年)

平成3年
(1991年)

●｢西暦2000年に向けての新国内行動
計画｣第１次改定
●育児休業法の公布

●｢開発と女性｣に関する第２回アジア・
太平洋大臣会議(ジャカルタ)
●｢ジャカルタ宣言及び行動計画｣採択

平成6年
(1994年)

●男女共同参画審議会及び推進本部設
置

●第４回世界女性会議(北京)
●｢北京宣言及び行動綱領｣採択

平成7年
(1995年)

●｢育児休業法｣の改正(介護休業制度の
法制化)

国連の動き 日本の動き
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西暦

平成8年
(1996年)

●男女共同参画推進連携会議(えがりて
ネットワーク)発足

●｢男女共同参画2000年プラン｣策定

平成9年
(1997年)

●男女共同参画審議会設置
●｢男女雇用機会均等法｣改正
●｢介護保険法｣公布

平成11年
(1999年)

●｢男女共同参画社会基本法｣公布、施行
●｢食料・農業・農村基本法｣公布、施行

●国連特別総会女性2000年会議(
ニューヨーク)

平成12年
(2000年)

●｢男女共同参画基本計画｣閣議決定

平成13年
(2001年)

●男女共同参画会議設置
●男女共同参画局設置
●｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護に関する法律｣施行

●第１回男女共同参画週間
●｢仕事と子育ての両立支援策の方針につ
いて｣閣議決定

平成14年
(2002年)

●アフガニスタンの女性支援に関する懇談
会開催

平成15年
(2003年)

●｢女性のチャレンジ支援策の推進につい
て｣男女共同参画推進本部決定

●｢少子化社会対策基本法｣公布、施行
●女子差別撤廃条約実施状況第4回・第5
回報告審議

●｢次世代育成支援対策推進法｣公布、施
行

平成16年
(2004年)

●｢女性国家公務員の採用・登用の拡大等
について｣男女共同参画推進本部決定

●「配偶者暴力防止法｣改正

平成17年
(2005年)

●｢男女共同参画基本計画(第2次)｣閣議
決定

●｢女性の再チャレンジ支援プラン｣策定

平成18年
(2006年)

●｢国の審議会等における女性委員の登用
の促進について｣男女共同参画推進本部
決定

●｢男女雇用機会均等法｣改正
●東アジア男女共同参画担当大臣会合開
催

●｢女性の再チャレンジ支援プラン｣改定

●国連｢北京＋10｣閣僚級会合(ニュー
ヨーク)

平成19年
(2007年)

●｢配偶者暴力防止法｣改正
●｢短時間労働者の雇用管理の改善等に関
する法律｣改正

●｢子どもと家族を応援する日本｣重点戦略
の取りまとめ

●｢仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン
ス)憲章｣及び｢仕事と生活の調和推進の
ための行動指針｣策定

国連の動き 日本の動き
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西暦

平成20年
(2008年)

●｢女性の参画加速プログラム｣男女共同参
画推進本部決定

●女子差別撤廃条約実施状況第6回報告
提出

平成21年
(2009年)

●男女共同参画シンボルマーク決定
●｢育児・介護休業法｣改正
●女子差別撤廃条約実施状況第6回報告
審議

●国連｢北京＋15｣記念会合(ニューヨー
ク)

平成22年
(2010年)

●APEC第15回女性リーダーズネットワー
ク会合

●第8回男女共同参画担当者ネットワーク
会合

●｢仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン
ス)憲章｣及び｢仕事と生活の調和推進の
ための行動指針｣改定

●｢第3次男女共同参画基本計画｣閣議決
定

●UN Women 正式発足
平成23年
(2011年)

●第56回国連婦人の地位委員会｢自然
災害におけるジェンダー平等と女性の
エンパワ―メント｣決議案採択

平成24年
(2012年)

●｢女性の活躍促進による経済活性化｣行
動計画｣策定

平成25年
(2013年)

●若者・女性活躍推進フォーラムの開催、提
言

●「配偶者暴力防止法｣改正

●ESCAP男女共同参画及び女性のエ
ンパワーメントに関するアジア太平洋
会合(バンコク)

平成26年
(2014年)

●「すべての女性が輝く社会づくり本部」設
置

●「輝く女性の活躍を加速する男性リー
ダーの会」行動宣言

●国連｢北京＋20｣記念会合(ニュー
ヨーク)

平成27年
(2015年)

●「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（女性活躍推進法）」成立

●｢第4次男女共同参画基本計画｣閣議決
定

平成28年
(2016年)

●女性活躍推進法による｢事業主行動計
画｣策定・施行

●｢男女雇用機会均等法｣改正
●｢育児・介護休業法｣改正

●「W20（Women20）」日本開催
(「国際女性会議WAW!」と同時開催)

平成30年
(2018年)

●｢政治分野における男女共同参画の推進
に関する法律｣公布、施行

●｢働き方改革関連法｣公布

平成31年/
令和元年
(2019年)

●｢女性活躍推進法｣改正
●｢配偶者暴力防止法｣改正

●国連｢北京＋25｣記念会合(ニュー
ヨーク)

令和2年
(2020年)

●｢改正労働施策総合推進法｣公布
●｢第5次男女共同参画基本計画｣閣議決
定

国連の動き 日本の動き
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西暦

令和3
(2021年)

●｢政治分野における男女共同参画の推進
に関する法律｣改正

●｢育児・介護休業法｣改正

令和4
(2022年)

●｢女性活躍推進法｣改正
●｢育児・介護休業法｣改正
●｢ＡＶ出演被害防止・救済法｣公布、施行
●｢困難な問題を抱える女性への支援に関
する法律｣制定

令和5
(2023年)

●｢男女共同参画社会基本法｣改正
●「配偶者暴力防止法」改正

令和7
(2025年)

●｢男女雇用機会均等法｣改正
●｢女性活躍推進法｣改正

国連の動き 日本の動き
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関連用語の解説

【あ行】

■アンコンシャス・バイアス

無意識の思い込みや捉え方の歪み・偏りのこと。

■育児休業･介護休業

育児･介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を伴う労働者の福祉に関する

法律)に基づく制度で、労働者が職業と家庭を両立させることができるように、育児や介護の

ために一定期間休業できるものである。

労働者が１歳未満の子を養育したり、家族を介護したりする場合に、事業主は、育児休業や

介護休業を理由としてその労働者を解雇することができない。

■ＬＧＢＴＱ＋【エル・ジー・ビー・ティー・キュー・プラス】 （性的マイノリティ）

「Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、「Gay（ゲイ、男性同性愛者）、「Bisexual（バイセク

シャル、両性愛者）」、「Transgender（トランスジェンダー、出生時に診断された性と自認す

る性の不一致）」、「Question（クエスチョン、自身の性別や性的指向を決められない人）」の

頭文字に、その他にも多様なセクシャリティが存在していることを意味するため「＋」を添えた

表現で、「性」の在り方が多数派とは異なる人の総称として使われる。

また、性的マジョリティ・性的マイノリティ関わらず、すべてのセクシャリティを含む概念として、

「SOGI【ソジ】（Sexual Orientation and GenderIdentity）」という言葉もある。

■エンパワーメント

「個人として、あるいは社会集団として、意思決定過程に参画し、自立的な力をつけること」を

いう。自らの意識と能力を高め、家庭や地域、職場など社会のあらゆる分野で、政治的、経済

的、社会的、文化的に力を付けること、及びそうした力を持った主体的な存在となり、力を発

揮し行動していくことをいう。

【か行】

■固定的な性別役割分担意識

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、男

性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいう。

【さ行】

■仕事と子育ての両立支援(ワーク・ライフ・バランス)

国内では出生率の向上や男女均等政策だけではなく、労働時間政策、非正規労働者政策な

ど働き方の全般的な改革に関わり、平成19年には、政府や地方公共団体、経済界、労働界の

合意により、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」が策定され、現在、官民を挙

げて様々な取り組みが進められている。

男女共同参画に関連する言葉の意味を解説します。
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■ジェンダー

「社会的・文化的に形成された性別」のことです。人間には生まれついての生物学的性別があ

ります。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」

があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)」といい

ます。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に「良い」、「悪い」という価値を含む

ものではなく、国際的にも使われている。

■持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

平成27(2015)年9月に国連で採択された、令和12(2030)年を期限とする先進国を含む

国際社会全体の開発目標。17のゴール（目標）とその下位目標である169のターゲットから

構成されている。関連する目標として、ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」が設けられて

いる。

■積極的改善措置(ポジティブ・アクション)

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内

で、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々

の状況に応じて実施していくものである。

例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、女性国家公務員の

採用・登用の促進等が実施されている。

男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、国に準じ

た施策として地方公共団体の責務にも含まれている。

【た行】

■男女共同参画社会

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のことである。

■男女共同参画週間

男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画

社会基本法の目的や基本理念に関する国民の理解を深めるため、平成13(2001)年度から

毎年6月23日から6月29日までの1週間を「男女共同参画週間」としている。

この週間において、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参

画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施している。

■ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ／Domestic Violence ・ 配偶者からの暴力)

主に、女性が夫や恋人など親密な関係にある男性から受ける暴力のことをいう。これには、殴

る、蹴るといった身体的暴力、言葉などによる精神的暴力、性的暴力などがある。

一般的に使用されている「ドメスティック・バイオレンス」や「ＤＶ」は、法令等で明確に定義さ

れた言葉ではなく、内閣府では、「配偶者からの暴力」という言葉を使っている。
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確保等に関する法律

４．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

５．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
する法律

６．困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

７．北海道男女平等参画推進条例

QR
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恵庭市の男女が平等に暮らすために共に歩む条例

目次
まえがき
第１章 全体に関すること(第１条～第９条)
第２章 男女共同参画を進めるための仕事
第１節 基本計画(第１０条)
第２節 実行する主なこと(第１１条～第２６条)

第３章 相談や意見(第２７条～第２８条)
第４章 男女共同参画審議会(第２９条)
第５章 その他(第３０条)
附 則

子どもから高齢者まですべての人が安心して暮らせる、豊かで住みやすいまちにするた
めには、性別に関係なくすべて平等に、人間としてのすばらしさをお互いに認め合いなが
ら、自分の意思で行動し、それぞれの個性や能力を十分に生かすことが必要です。

しかし、日本の社会では古くから男性は仕事、女性は家事と育児、介護など、様々なと
ころで性別による役割を分けてきました。国は平成１１年に「男女共同参画社会基本法」
を、北海道は平成１３年に「北海道男女平等参画推進条例」を定めて、このような不平等
を無くすることに取り組んでいますが、現在もなお家庭や学校、職場や地域社会において、
性別による差別が見られます。

恵庭市は、このような状況を一日も早く解消して、すべての男女が平等に暮らせるまち
にするため、「めざす姿」として「家庭のめざす姿」と「学校のめざす姿」と「職場のめ
ざす姿」と「地域のめざす姿」と「市役所のめざす姿」の実践を求めてこの条例を定めま
す。

第１章 全体に関すること

(目的)
第１条 この条例は、恵庭市において男女共同参画社会を実現するための基本となる考え

を決め、市民をはじめ会社、個人商店や農業を営む人、そして市の責任と義務を示し、
市がしなければならない仕事の基本を決めることによって、すべての市民が性別に関係
なく個人として尊重され、だれもが対等な立場で自由に発言したり活動し、平等に暮ら
せるようにすることを目的とします。

(定義)
第２条 この条例で使う言葉の意味は、次のとおりとします。
(１) 男女共同参画 男女が、対等な立場の個人として、その個性と能力を十分に

発揮する機会が確保され、社会のあらゆる分野での活動に自分の意思で参加し、共に
責任を持つこと。

(２) ハラスメント いろいろな場面での嫌がらせやいじめを指し、相手に対して
の発言や行動が、その人を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、相手の対応によって
不利益を与えること。

(基本理念)
第３条 男女共同参画は、次のことを基本となる考え(以下「基本理念」といいます。)と

して、男女の人権が尊重されるように進めなければなりません。
(１) 性別に関係なく、個人としてのすばらしさが尊重されること。
(２) 性別による差別的な扱いを受けないこと。
(３) 性別に関係なく、個人としての能力を発揮する機会が用意されていること。

平成１５年７月２日条例第２２号
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(４) 性別によって役割を分けるような制度や習慣をなくすること。
(５) 市や職場や地域の仕事について、その計画を考えたり決めたりするとき、性別に

関係なく対等に参画する機会があること。
(６) 家庭の男女が対等な立場で協力し、家庭生活の責任と役割を果たすとともに、学

校や地域など家庭以外での活動も支え合うこと。
(７) 女性が、生涯を通じて性に関する本人の意思が尊重され、妊娠と出産によって健

康が害されることがないようにすること。
(８) 男女共同参画は、国際社会の一員として共に取り組むものであること。

(市民の責任と義務)
第４条 市民は、基本理念について理解を深め、毎日の生活の中で実行するよう努めなけ

ればなりません。

(事業者の責任と義務)
第５条 会社そして個人商店や農業などを営む人(以下「事業者」といいます。)は、基本

理念について理解を深め、毎日の仕事の中で実行するよう努めなければなりません。
２事業者は、基本理念を社員が実行できるような環境を作るよう努めなければなりません。

(町内会などの責任と義務)
第６条 町内会など地域の中で自主的に活動している団体は、基本理念にしたがって、男

女が平等に参画できるように努めなければなりません。

(市の責任と義務)
第７条 市は、基本理念にしたがって、男女共同参画を進めることを重要な仕事として総

合的に取り組まなければなりません。
２市は、男女共同参画を進める仕事をするときは、市民や事業者はもちろん、国や都道府

県、他の市町村とも協力するよう努めなければなりません。

(性別による権利侵害の禁止)
第８条 だれであっても、性別を理由に、直接的にも間接的にも差別をしてはなりません。
２だれであっても、あらゆるハラスメントをしてはなりません。
３だれであっても、男女共同参画を害するような暴力的行為(精神的に大きな苦痛を与え

る行為を含みます。)をしてはなりません。

(市民への情報提供)
第９条 だれであっても、広く市民に情報を提供するときは、基本理念に反したり、男女

間の暴力を認めたり思い浮かべたりするような表現や、いき過ぎた性的な表現をしては
なりません。

第２章 男女共同参画を進めるための仕事

第１節 基本計画

第１０条 市長は、男女共同参画を総合的に進めるため、基本となる計画(以下「基本計
画」といいます。)を作らなければなりません。

２基本計画では、次のことを決めます。
(１)男女共同参画を進めるための「めざす姿」の内容
(２)男女共同参画を進めるために長期間、総合的に行わなければならない主な仕事
(３)前の２号の仕事のほか、男女共同参画を進めるために必要な仕事

３市長は、基本計画を作るときは、市民や事業者の意見をよく聞かなければなりません。
４市長は、基本計画を作るときは、恵庭市男女共同参画審議会の意見をよく聞かなければ

なりません。
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５市長は、基本計画を作ったときは、市民に知らせなければなりません。
６第３項から第５項までで決めていることは、基本計画の内容を変えるときにも当てはめ

ます。

第２節 実行する主なこと

(仕事の計画や実行するときに気を配ること)
第１１条 市は、仕事を計画したり実行するときは、いつも、男女共同参画が進むように

気を配らなければなりません。

(審議会の委員など)
第１２条 市は、審議会などの委員を決めるときは、男女が同数になるように気を配らな

ければなりません。
２市は、仕事の計画や実施について市民から意見を聞くときは、男女が同数になるように

気を配らなければなりません。

(取り組む仕組み)
第１３条 市は、男女共同参画に市全体として取り組む仕組みを作らなければなりません。

(決まりや費用)
第１４条 市長は、男女共同参画を進めるための決まりなどを決め、必要な費用を確保し

なければなりません。

(女性の生涯の健康を守ること)
第１５条 市は、男女が、互いの人格を尊重し、性や子を産み育てることについて理解を

深め、自らの意思で決定できるように、性教育などを充実させなければなりません。
２市は、女性が、生涯にわたり性についての本人の意思が尊重され、妊娠や出産により健

康が害されないように、健康相談などの仕事をしなければなりません。

(広報活動など)
第１６条 市は、基本理念を市民や事業者に、いろいろな方法で知らせなければなりませ

ん。
２市は、家庭教育をはじめ学校教育や社会教育などを通して、男女共同参画を進めなけれ

ばなりません。
３市は、市民や事業者が男女共同参画を進めるように、研修を行わなければなりません。

(学校等で進めること)
第１７条 市は、幼稚園、小学校や中学校などの学校や保育所(以下「学校等」といいま

す。)で男女共同参画や人権についての教育や保育が行われるように気を配らなければ
なりません。

２市は、学校等で教育や保育を行う女性が積極的に登用されることや男女が平等に能力を
出し合えるように気を配らなければなりません。

(活動の支援)
第１８条 市は、男女共同参画を進めるための活動をしている市民に、情報を提供するな

どの支援をしなければなりません。

(家庭生活等と職業生活を両立する支援)
第１９条 市は、男女が共に家庭生活をはじめ地域の活動と職業生活のどちらも成り立つ

ことができるように、子どもを育てることや家族の介護等について必要な支援をしなけ
ればなりません。

42



(働く環境での男女共同参画)
第２０条 市は、事業者が男女共同参画を進めようとするときは、情報の提供などの支援

をしなければなりません。
２市は、事業者に、男女共同参画についての調査や報告の協力をお願いすることができま

す。
３市は、個人商店や農業などの自営業で働く女性が、その能力を十分に生かせるように、

働く女性に対し情報を提供するなど必要な支援をしなければなりません。
４市は、前の３項で決めていることのほか、働く環境で男女共同参画を進める仕事をする

ときは、国や北海道と連絡を取り合って、事業者と協力しなければなりません。

(事業者などの表彰)
第２１条 市は、男女共同参画について積極的に取り組んだ事業者などを表彰することが

できます。

(活動場所)
第２２条 市は、市民が男女共同参画についての活動をするための場所を設置しなければ

なりません。

(男女共同参画推進員)
第２３条 市は、男女共同参画の考えを広めるために男女共同参画推進員を置くことがで

きます。

(情報の収集と調査や研究)
第２４条 市は、男女共同参画についての情報を集めたり、調査や研究をしなければなり

ません。

(男女共同参画推進週間)
第２５条 市は、男女共同参画についての理解と取り組みを進めるため、男女共同参画推

進週間を定めます。
２市は、男女共同参画推進週間には、市民や事業者と協力して、男女共同参画を進めるた

めの行事をしなければなりません。

(市民に知らせること)
第２６条 市は、毎年、男女共同参画について取り組んだ状況を市民に知らせなければな

りません。

第３章 相談や意見

(相談や意見を言うこと)
第２７条 だれであっても、性別を理由として差別を受けたときなど基本理念に反するよ

うなことがあったときは、市長に相談をすることができます。
２だれであっても、市が進めている仕事が男女共同参画に関係があると思われるときは、

市長に意見を言うことができます。
３市長は、前の２項の相談や意見を受けたときは、関係のあるところと連絡を取り合って、

きちんとした処置をしなければなりません。
４市長は、前の項の処置をするときは、恵庭市男女共同参画審議会の意見を聞くことがで

きます。

(窓口の設置)
第２８条 市長は、前の条の相談や意見を処理するため、相談窓口を設置し、相談員を置

かなければなりません。
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２相談員は、次の仕事をします。
(１) 市民や事業者からの相談や意見に応じること。
(２) 相談や意見を処理するために必要な調査、指導や助言をすること。

第４章 男女共同参画審議会

第２９条 男女共同参画を進めるため、恵庭市男女共同参画審議会(以下「審議会」といい
ます。)を置きます。

２審議会が行うことは、次のとおりです。
(１) 市長から男女共同参画を進めることについての意見を求められたとき、調査や検

討をし、意見を言うこと。
(２) 基本計画や実行する計画がどの程度行われたかについて報告を受け、それについ

て意見を言うこと。
(３) 前の２号のほか、男女共同参画を進めるうえで必要があることについて市長に報

告を求め、積極的に意見を言うこと。
３審議会は、１３名以内の委員で構成します。ただし、男女どちらの委員も全体の１０分

の４未満になってはいけません。
４委員は、次の中から市長が決めます。
(１) 知識や生活経験が豊かな人
(２) 男女共同参画についての活動をしている団体から推せんされた人
(３) 市民へ募集をして、応じた人
(４) 前の３号のほか、市長が必要と認めた人。ただし、全体の１０分の２以内としま

す。
５委員の任期は２年とします。ただし、補欠で選ばれた人の任期は、前の人の任期の残っ

ている期間とします。
６委員は、３期までに限り、再任されることができます。
７審議会に会長と副会長を置き、委員が、お互いに選びます。
８特別のことを調査したり検討する必要があるときは、審議会に臨時の委員を置くことが

できます。
９この条で決めていることのほか、審議会の運営について必要なことは、会長が審議会と

相談して決めます。

第５章 その他

(規則等に任せること)
第３０条 この条例で決めていることのほか、必要なことは、別に決めます。

附 則
１ この条例は、公布の日から行います。ただし、第２８条で決めていることは、規則で

決める日から行います。
(平成１６年規則第１０号で平成１６年４月１日から施行)

２ 恵庭市男女共同参画審議会条例(平成１３年条例第１７号)は、廃止します。
３ この条例を行うとき、恵庭市男女共同参画審議会条例で男女共同参画審議会の委員に

なっている人は、第４章で決めていることと関係なく、平成１６年３月３１日までは、
引き続いてこの条例の男女共同参画審議会の委員とします。

附 則
この条例は、平成２８年４月１日から施行します。

44



令和８(2026)年３月
45


